
国土交通省 北陸地方整備局（令和８年２月）

官民連携まちづくりの必要性

どんな事業が活用可能？

・官民連携まちなか再生推進事業

・まちなかウォーカブル推進事業

・官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業

都市再生整備計画や予算支援を活用できます！

従来、まちづくりは行政が中心となって担ってきましたが、近年、市民・企業・NPOなど、 民間主体に

よるまちづくりの取組が活発になってきており、まちづくりの新たな担い手としての民間等の役割が拡

大しつつあります。

一方、人口減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う社会保障費の増大等により、 行政の財政状況は

ひっ迫しつつあることから、民間による自主的な取組の公的な側面に着目し、こうした取組を促進する

ことが重要となっています。

都市再生整備計画は、平成23年の法改正により「官民連携によるまちの整備・管理のための計画」として、交付

対象事業だけでなく民間主体によるまちづくりの推進を図る活動（官民連携まちづくり）も記載できることとなり
ました。
都市再生整備計画に記載することにより、道路占用許可の特例、河川敷地占用許可、都市公園占用許可の特例と

いった各種制度を活用した「官民連携まちづくりの取組」が可能となったほか、以下のような予算支援も設定され
ました。



官民連携によるまちづくりの
フェーズごとの疑問と解決のポイント！

フェーズ 1 体制づくり

官民連携まちづくりを進めている自治体へのヒアリングを通じて、まちづくりのフェーズに応じた官民連

携まちづくりのポイントを整理しました。

～官民連携まちづくりのフェーズごとの解決のポイント～

外部の民間人材をCSO（最高戦略責
任者）として招聘。民間の経験と視
点を持ち、まちづくりの主役である
市民や民間事業者との連携・協働を
推進していく体制を整備。

CSOの登用にあたっては、総務省の
「地域プロジェクトマネージャー」
制度を活用。

採用発表の様子
（出典：加茂市）

加茂市 最高戦略責任者（CSO）の採用

エリアプラットフォームの運営は、まちづくり会社・行政・商工会
議所の3者が担う。

＜つなぐ（まちづくり会社）＞

地域を元気にしていきたい人の発掘やつなぎによる、相乗効果・可能性
を探る。

＜支える（行政）＞

地域のプレイヤーの活動を制度面や資金面から支援。

＜育てる（商工会議所）＞

発掘したプレイヤーの活動の自立自走に向けたアドバイスを行う。

草津駅周辺エリア未来ビジョン（出典：草津市）

草津市 行政と民間の役割分担の考え方

フェーズ 2 未来ビジョンづくり

庁内で地域のキーマンとなる方を把握している上長・
担当者や、リノベーションスクール等の人材育成を通
じて、民間事業者を発掘する事例が見られます。

コーディネーターとして、コンサルタントや学識経験
者等が参画し、行政と地元の間に入って地域との関係
構築や育成に携わることも考えられます。

制度の活用や行政手続きの簡素化等により、取組を進
める上での課題やハードルの解決を支援する行政と、
実施主体として各種事業を進める民間事業者とで役割
分担することも考えられます。

庁内複数課との連携手法は、担当者同士の日々の情報
共有や、エリアプラットフォームの会議への関係課の
担当者の出席など、自治体によって様々です。

官民連携まちづくりを進める契機は自治体によって様々です。駅周辺や公共施設等のハード整備の
ほか、エリア全体の賑わい創出の検討を契機とする事例が見られます。

エリアプラットフォームで議論を重ねて関係者間で将来像を共有するとともに、官民の役割や取組
内容を未来ビジョンに盛り込むことが重要です。

未来ビジョンの作成にあたっては、アンケート調査やヒアリング調査、社会実験、個別面談等によ
り、地域の課題や民間事業者の意向を把握することが考えられます。

議論する内容や参加者の目的、熱量も踏まえて、関係者との合意形成を進めることも考えられます。



フェーズ 3 地域運営の仕組みづくり

未来ビジョンは2種類作成（まち
を「つかう」側の目線で、民間
の自由な発想ややりたいことを
取り入れた「民間発想による民
間ビジョン」と、社会実験等を
通じた検証を行い実現性も加味
した「官民ビジョン」）。

気仙沼まちなかエリアビジョン
（出典：気仙沼市）

気仙沼市 民間発想によるビジョンと官民共有ビジョンの作成

エリアプラットフォームの運営にあたり、構成員から年間の負担金（運営費）を徴収。

富山市からエリアプラットフォームへの事業委託や施設利用料の減免等を実施。

将来的に、富山駅や駅周辺駐車場の管理運営業務を指定管理者制度を活用して受託し、エリアプラット
フォームの収益事業とする可能性なども見据え、任意団体よりも社会的信用の高い組織とすべく一般社団
法人化した。

富山市 持続可能な実施体制の構築

エリアプラットフォームの活動の中で、年1回の他都市のまちづくりの事例視察を実施。

事務局を合わせて20～30名程度が参加。

年3回程度、外部講師を招きまちづくりの参考となるセミナーを開催。

視察にあわせて懇親会を開催。情報の深堀りや、他都市との情報共有の強化等を実施。

新潟市 他都市のまちづくり事例の視察

公共施設・空間の整備と都市再生推進法人の指定が同時期にあり、官民連携によるまちづくりが進展。

リノベーションスクールの実施等により民間活動が活発化し、まちづくり会社の設立や都市再生推進法人
の指定が進む（指定数全国１位）。

和歌山市 まちづくり会社の設立・都市再生推進法人の指定

実施体制を持続可能なものとするため、自由な発想を事業化できるような主体性や意欲を持つ若
手も巻き込みながら進めることも考えられます。また、テーマごとにワーキンググループ等を立
ち上げるなど、必要な人数で密にやりとりすることが考えられます。

都市再生推進法人やまちづくり会社等の公的団体としての位置づけや、業務委託等による行政か
らの支援も考えられます。

予算確保にあたっては、国や自治体の補助事業を活用することが考えられます。取組について首
長の理解を得られている自治体では、予算確保が比較的スムーズな事例も見られました。

官民連携によるまちづくりの
フェーズごとの疑問と解決のポイント！



官民連携まちづくりを進める上での特に重要なポイント

ポイント 取組の自走化に向けた行政と民間の役割分担

取組の自走化に向けた行政と民間の役割分担の考え方は、民間事業者との調整状況や参画意欲等に応じ
て、主に以下の２パターンがありました。

①取組開始当初から民間事業者が主体となり、行政は支援する立場で進める場合
（事例）富山市、和歌山市

②取組開始当初は行政が主体となり、取組を進める中で民間事業者に移行する場合
（事例）新潟市、加茂市、気仙沼市、草津市

※気仙沼市は令和7年度より民間事業者が主体となっていますが、他3都市は今後民間事業者が主体とな
ることも想定しています。

ポイント 所管部署の考え方

官民連携まちづくりを所管する行政の担当部署の考え方は、以下の３パターンが考えられます。

①総合計画等を所管する企画・政策系部署 （事例）加茂市
②中心市街地活性化基本計画等を所管する部署 （事例）富山市、和歌山市、草津市
③都市計画マスタープラン等を所管する都市計画系部署（事例）新潟市、気仙沼市

ポイント 官民連携は手段であり目的ではない

官民連携まちづくりはあくまで手段であって、目的ではありません。目的を実現するために関係者間で
連携して取組を進めることが重要です。

必ずしも行政の負担軽減を期待するものではなく、協働してエリア価値を高め続けていく姿勢や体制構
築が重要という点は、先行して官民連携まちづくりに取り組むどの自治体でも共通しています。

国土交通省の官民連件に関する便利なサイト

1

官民連携まちづくりを進める上で役立つ制度の
紹介や、 まちづくりの最新イベントなどの情報
を発信しています。

官民連携まちづくりポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/toshi
/toshi_machi_tk_000047.html

2

街路空間を車中心から”人中心”の空間へと再
構築し、沿道と路上を一体的に使って、人々が
集い憩い多様な活動を繰り広げられる場へとし
ていく「ウォーカブルなまちづくり」への街路空
間の再構築・利活用に関する様々な取組を紹介
しています。

ウォーカブルポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/toshi/
walkable/

北陸地方整備局へのお問い合わせ

国土交通省 北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課

〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号 TEL ：(025)280-8755


